
✓ 行政サービスの運営には人件費や
システム経費などのコストがかか
ります。

✓ 物価高騰の影響でコストが増加し、
将来にわたる安定運営に支障が出
かねない状況です。

✓ 行政サービスは利用者が負担する
「手数料・使用料」と、利用しない人
を含む皆さまの「税金」で成り立っ
ています。

✓ 料金改定により、この負担のバラン
スを是正します。

税負担 利用者負担

物価高騰による
コスト増

負担の公平性の
確保

持続可能な
行政サービスの提供

✓ 今回の改定は、行政サービスを長
く使いやすく保つための見直しで
す。

✓ おおむね5年ごとに点検し、常に、
時代に合った適正な料金であるよ
うに努めます。

＜改定全体に関するお問い合わせ先＞

八王子市役所 総合経営部経営改革課 （℡042ー６２０－７４２３）

行政サービスの使用料・手数料を改定します

この度、本市の公共施設の使用料と証明発行等の手数料を改定します。
今回の料金改定は、税で負担する「公費負担」と利用者が負担する「受益者負担」の
考え方を整理した「受益者負担の適正化に関する基本方針」に基づき、サービスに必
要な料金を利用者に適切に負担いただくために行います。

① 改定する料金の決め方
令和4年度から令和6年度までの３年間のサービス提供に係るコストを基に、サービス利用者が負担すべ
き料金を算出し、現行料金と比較して原則2割以上の乖離がある場合を対象としています。
その上で、現行料金の1.5倍を改定上限額として新料金を決めています。

②「使用料」や「手数料」を設定する理由
行政サービスには、「市民全員が日常的に使うもの」と「一部の方が利用するもの」があります。これらをす
べて税金だけでまかなうと、サービスを利用する方としない方との間で不公平が生じてしまいます。そのた
め、サービスの提供コストの一部を利用者の方にも公平に負担いただく仕組み（受益者負担）をとっています。

③ なぜ「今」、このタイミングで改定するのか
基本方針に基づき、おおむね５年毎に料金の見直しを行います。前回の見直しから一定期間が経過し、そ
の間に社会情勢や物価が大きく変化しました。サービスの質を落とすことなく、将来にわたって多くの人に
利用していただくために、今回の改定を決定しました。

改定の背景とポイント

改 定 に つ い て

Q & A



＜運動施設に関するお問い合わせ先＞

八王子市役所 スポーツ施設管理課 （℡042ー６２２－６７２０）

単位 現行料金 改定後料金

子供

1回（2時間以内） 100円 150円

超過（1時間） ５０円 ７０円

大人

1回（2時間以内） ２５０円 ３５０円

超過（1時間） １２０円 １７０円

令和９年（２０２７年）４月１日利用分から、新料金が適用されます。

改 定 日 ： 令 和 ９ 年 ４ 月 1 日 「 公 共 施 設 の 使 用 料 」

市民センター、市民集会所、長房ふれあい館、学園都市センター、南大沢文化会館、J:COMホー
ル八王子、大横・東浅川保健福祉センター、富士森・甲の原体育館、エスフォルタアリーナ八王子、
生涯学習センター（分館含む） など

※上記施設及び料金表は、料金改定の一例です。詳細はホームページよりご確認ください。

令和８年５月１日改定済み 「高尾山麓駐車場使用料」

主 な 改 定 内 容

陵 南 プ ー ル の 料 金 改 定 内 容
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